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        免許取消しの聴聞結果通知書 

 

 

 あなた（貴社）の          番  の        免許の取消しについて聴聞しま

した結果、これを取消さないことにしましたので通知します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載要領） 

標題及び本文の     免許には、酒類（酒母・もろみ）製造免許又は酒類販売業免許の区分を記

載する。 

 なお、製造免許については、免許の区分に応じ「清酒製造免許」等と記載する。 


